
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
六
十
七
号

○

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
九
号
）
第
十
九
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
職
業
安
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
十
二
号
）
第
二
十

四
条
の
六
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
九
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
六
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ

き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
講
習
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
三
年
四
月
一
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
六
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
講

習

１

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
六
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
講
習
（
以

下
「
建
設
職
業
紹
介
責
任
者
講
習
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
次
項
に

定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

講
習
を
実
施
す
る
者
（
以
下
「
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
の
施
設
、
設
備
、
講
習
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
講
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習
に
関
す
る
事
項
が
、
建
設
職
業
紹
介
責
任
者
講
習
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

講
習
機
関
の
経
理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎
が
、
建
設
職
業
紹
介
責
任
者
講
習
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
に
足
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

建
設
職
業
紹
介
責
任
者
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
機
関
が

行
い
、
又
は
行
っ
た
建
設
業
務
有
料
職
業
紹
介
事
業
の
業
務
の
適
正
な
遂
行
の
た
め
に
必
要
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る

た
め
の
講
習
と
す
る
。

講
習
機
関

期
間

名
称

所
在
地

平
成
二
十
七
年
度

株
式
会
社
東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド

東
京
都
中
野
区
中
野
四
丁
目
十
一
番
十
号

平
成
二
十
八
年
度

株
式
会
社
労
働
調
査
会

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
二
丁
目
四
番
五
号

平
成
二
十
九
年
度

株
式
会
社
労
働
調
査
会

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
二
丁
目
四
番
五
号

平
成
三
十
年
度

株
式
会
社
労
働
調
査
会

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
二
丁
目
四
番
五
号

令
和
元
年
度

株
式
会
社
労
働
調
査
会

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
二
丁
目
四
番
五
号

令
和
二
年
度

株
式
会
社
労
働
調
査
会

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
二
丁
目
四
番
五
号

令
和
三
年
度

株
式
会
社
労
働
調
査
会

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
二
丁
目
四
番
五
号


